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（趣旨）

第１ この要領は、大学（短期大学を含む。）、大学院その他の教育研修施設（以下「大

学等」という。）の学生を対象として、農林水産省において就業体験実習（以下「実

習」という。）を行う場合における当該実習の期間、実施方法、実習生の資格要件、

募集方法、服務、その他必要な事項を定めるものである。

（実習の目的）

第２ 本実習は、大学等の学生を農林水産省において就業体験を行わせることにより、

学生の学習意欲を喚起し、高い職業意識を育成するとともに、農林水産業、農山漁村

及び農林水産行政に対する理解を深めてもらうことを目的とする。

（実習の実施機関）

第３ 実習の実施機関は、農林水産本省内局（大臣官房（統計部を除く。）、大臣官房統

計部、本省の内局及び農林水産技術会議事務局をいう。）、林野庁本庁及び水産庁本庁

（以下「本省」という。）、植物防疫所、那覇植物防疫事務所、動物検疫所、地方農政

局並びに森林管理局とする。

（実習の期間）

第４ 実習の期間については、次のとおりとする。

（１）実習の期間は、原則として、毎年、２月から４月まで又は７月から９月までの

一週間以上一ヶ月間以下の期間とし、具体的な日程については、実習生を受入れ

る部署の実情により実習実施機関の長が決定する。

（２）実習生は、実習が開始された日から実習が終了する三日前までの間、実習の期

間の延長の申出を行うことができる。

（実習生の資格要件）

第５ 実習生は、原則として大学等の学生であって、大学等が意欲、成績、人物、素行

等に優れ、服務規律等を遵守することが確実であるとして推薦した者とする。

ただし、次のいずれかの事項に該当する者は、実習生となることができない。

① 日本国籍を有さない者

② 正当な事由なくして大学等を休学している者



（実習生の募集及び決定等）

第６ 実習生の募集及び決定等については、次のとおりとする。

(１) 農林水産省は、インターネット等を通じて実習生を募集する。

（２) 実習希望者は、大学等の就職担当部局等に申し出るものとする。

（３）大学等の就職担当部局等は、実習に参加させるものとして推薦する学生をとりま

とめ、本省の実施分については大臣官房秘書課長に、植物防疫所、那覇植物防疫事

務所、動物検疫所、地方農政局及び森林管理局の実施分については各実習実施機関

の長に提出する。

（４）農林水産省は、大学等の推薦に基づき、受入れる実習生を選考、決定し大学等に

通知する。当該学生への結果の通知は各大学等において行う。

(５) 実習生の受入れにあたっては、大学等と農林水産省との間で、実習期間中におけ

る遵守事項等を記載した覚書を締結するものとする。

(６) 実習生は、実習開始前に服務規律の遵守にかかる誓約をしなければならない。

（実習の実施方法等）

第７ 実習の実施方法等は、次のとおりとする。

（１）国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号。）第１００条に基づき、実習の内容

は、農林水産行政上漏洩すると重大な影響を与える情報等秘匿性の高い情報（以下

「秘密情報」という。）を扱うものとなってはならない。また、秘密情報に接し得

る状況に実習生をおいてはならない。

（２）実習生個人毎に指導員を置き、実習生の指導及び助言に当たらせる。

（３）指導員は、実習生に対する実習計画書を作成し、実習の適正かつ効果的な実施に

努めるものとする。

（４）実習生は、指導員の助言のもとに当該課における補助的な行政事務に従事するこ

ととする。

（５）実習生は、実習期間終了の後、実習内容に関する報告書を作成し、実習実施機関

の長に提出することとする。

（実習生の服務等の取扱い）

第８ 実習生の服務等の取扱いは、次のとおりとする。

（１）実習期間中、実習生は国家公務員としての身分は保有しないが、実習期間中にお

ける服務については、原則として農林水産省の職員の服務に準ずるものとし、また、

指導員の指導・監督等に従わなければならない。

（２）実習生は、農林水産省における実習活動中に知り得た情報（公開されているもの

を除く。）の開示については、指導員の指示に従わなければならない。実習終了後

においても、同様とする。

（３）実習の欠務は正当な事由がある場合以外はこれを認めないこととする。やむを得

ず欠務する場合は事前に指導員に申し出ることとする。なお、正当な事由による場

合であっても、２日以上欠務した場合、実習を打ち切ることができるものとする。

（４）実習生としてふさわしくない行為があったときは、実習を打ち切ることができる

ものとする。実習を打ち切った場合は、速やかに大学等にその旨を通知することと

する。



（５）実習生の懲戒、賠償等に関する最終的な責任は、大学等で負うものとする。

（実習に係る費用負担）

第９ 実習生の実習のために要する費用の一切は、実習生個人又は大学等の負担とする。

（実習中の事故等に伴う災害補償）

第10 実習中の事故等に伴う災害補償については、次のとおりとする。

（１）大学等又は実習生は、原則として、学生教育研究災害傷害保険及びインターンシ

ップ等賠償責任保険その他の傷害保険（以下「保険」という。）に加入しなければ

ならない。

（２）実習生が実習期間中実習により傷害を負った場合は、実習生の加入する保険によ

り補償する。

（３）実習生が農林水産省又は第三者に損害を与えた場合は、法令に従って処理し、保

険により補償する。

（４）上記（１）及び（２）に基づく保険の利用などに関する必要な手続きは、大学等

が行うものとする。

（実習成果の公表）

第11 実習生が実習の成果として論文等を外部へ発表する場合には、事前に実習実施機

関の長の承認を受けなければならない。

（その他）

第12 この要領に定めのない事項であって、当該実習に必要な事項等については、次の

とおりとする。

（１）この要領に定めるもののほか当該実習の実施に関し必要な事項は、本省の実施分

については大臣官房秘書課において、植物防疫所、那覇植物防疫事務所、動物検疫

所、地方農政局及び森林管理局の実施分については各実習実施機関において別に定

める。

（２）この要領等に定めのない事項及びこの要領に関し疑義が生じた事項については、

大臣官房秘書課、実習実施機関、大学等、実習生及びその他の関係者が協議して決

定するものとする。

第13 各実習期間の長が独自に実習を企画及び実施する場合には、当該実習機関におい

て、この要領を参考として、実習に関する規程を定めることができることとし、規程

を定めた場合には、これを秘書課に報告するものとする。


